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史
料
編 

（
１
）
訴
状
の
様
式
（
星
田
村
よ
り
大
坂
町
奉
行
所
へ
訴
状
提
出
） 

 

乍
レ

恐
御
訴
詔 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

市
橋
下
総
守
殿
領
分 

新
規
井
路
堀
并
堤 

 
 

大
久
保
出
羽
守
殿
領
分 

入
組 

築
立
差
構
御
願 

 
 
 

八
幡
領 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

河
州
交
野
郡
星
田
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

庄
屋 

 

三
郎
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

願
人 

 
 
 
 
 

同 
 
 

徳
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 

源
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
寄 

 

弥
治
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 

甚
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 

市
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
姓
代 

忠
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
久
保
出
羽
守
様
領
分 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

畠
山
織
部
様
知
行
所 

 

入
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
州
同
郡
私
部
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
屋 

 
与
治
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

相
手 

 
 
 
 
 

同 
 
 

藤
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年
寄 

 

利
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

同 
 
 

忠
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

同 
 
 

七
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

同 
 
 

利
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

同 
 
 

孫
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

同 
 
 

傳
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

同 
 
 

杢
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

同 
 
 

藤
兵
衛 

一
右
私
部
村
之
儀
憐
村
ニ
而
、
私
共
村
方
ゟ
者
一
躰
地
低
之
場
所
ニ
付
、
私
共
村
方
用
悪
水
共
、

同
村
領
字
一
ツ
松
伏
越
樋
ゟ
悪
水
落
来
候
、
然
ル
処
、
此
度
當
村
与
領
境
之
右
私
部
村
領
字

鎌
田
与
申
所
、
新
規
ニ
長
弐
百
間
余
・
井
地
幅
内
法
五
尺
・
堤
幅
三
尺
余
ニ
井
地
堀
、
并
右

堀
口
土
砂
を
以
、
字
同
所
ニ
是
又
新
規
長
三
拾
四
間
・
堤
幅
壱
間
半
・
高
サ
三
尺
之
横
堤
築

立
申
候
ニ
付
、
當
村
悪
水
吐
口
悪
敷
相
成
、
別
而
出
水
多
キ
時
分
ハ
右
悪
水
井
地
ニ
不
レ

抱
惣

流
之
悪
水
ヲ
右
新
規
之
堤
ニ
而
請
留
候
故
、
当
村
御
田
地
ニ
水
湛
千
万
歎
ヶ
敷
、
依
レ

之
右
新

井
地
・
新
堤
両
方
共
、
新
規
之
儀
ニ
候
間
、
早
々
取
拂
候
様
、
私
部
村
庄
屋
・
年
寄
共
、
段
々

掛
合
申
候
得
共
、
何
分
取
敢
不
レ

申
、
下
ニ
而
可
レ

仕
様
無
二

御
座
一

候
ニ
付
、
乍
レ

恐
奉
二

願
上
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一

候
、
前
書
之
通
、
唯
今
迚
も
差
支
之
儀
、
此
上
、
雨
天
等
ニ
而
出
水
仕
候
得
者
、
當
村
御
田

地
ハ
忽
水
下
ニ
相
成
、
大
ニ
難
渋
仕
候
間
、
何
卒
、
右
相
手
之
者
と
も
早
々
被
レ

為
二 

召
出

一

、
右
新
井
地
・
新
堤
共
、
急
々
取
拂
、
是
迄
之
通
致
候
様
被
二 

仰
付
一

被
レ

下
候
ハ
ゝ
、

御
慈
悲
難
レ

有
仕
合
可
レ

奉
レ

存
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

星
田
村
庄
屋 

 

三
郎
右
衛
門 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 

徳
兵
衛 

 
 

印 

 
 
 

寛
政
八
年 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 

源
左
衛
門 

 

印 

 
 
 
 

辰
四
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
寄 

 

弥
次
右
衛
門 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

同 
 
 

甚
兵
衛 

 
 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

同 
 
 

市
三
郎 

 
 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

百
姓
代 

忠
兵
衛 

 
 

印 

 
 

御
奉
行
様 

（現
代
語
訳
） 

一
右
私
部
村
は
、
憐
村
で
私
ど
も
村
方
よ
り
は
地
低
の
場
所
で
、
私
ど
も
村
方
の
用
水
・
悪
水
と

も
、
同
村
領
の
一
つ
松
樋
よ
り
悪
水
を
落
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
び
、
当
村
と
領
境
の
私

部
村
領
の
鎌
田
に
、
新
規
に
長
さ
２
０
０
間
あ
ま
り
、
幅
内
法
五
尺
・
堤
幅
三
尺
あ
ま
り
に
水

路
を
堀
り
、
ま
た
、
こ
の
堀
口
に
土
砂
を
も
っ
て
同
所
に
こ
れ
ま
た
新
規
に
長
さ
三
拾
四
間
・

堤
幅
一
間
半
・
高
さ
三
尺
の
横
堤
を
築
き
立
て
、
当
村
の
排
水
の
吐
け
が
悪
く
な
り
ま
し
た
。

と
り
わ
け
出
水
が
多
い
時
分
に
は
こ
の
悪
水
路
に
か
か
わ
ら
ず
、
流
れ
て
く
る
悪
水
を
こ
の
新

規
の
堤
で
受
け
止
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
当
村
の
御
田
地
に
水
が
た
ま
り
、
千
万
嘆
か
わ
し

く
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
新
ら
た
な
水
路
と
新
堤
の
両
方
と
も
、
新
規
の
儀
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
早
々
取
り
払
う
よ
う
、
私
部
村
庄
屋
・
年
寄
ど
も
に
段
々
か
け
あ
っ
た
の
で
す
が
、
な
に

ぶ
ん
取
り
あ
っ
て
も
ら
え
ず
、
我
々
下
の
者
ど
も
で
は
対
処
で
き
ず
、
恐
れ
な
が
ら
お
願
い
申

し
上
げ
る
次
第
で
す
。
目
下
、
差
し
つ
か
え
の
問
題
で
、
こ
の
う
え
雨
天
で
出
水
と
な
っ
て
は
、

当
村
の
御
田
地
は
た
ち
ま
ち
水
下
に
な
り
、
大
い
に
難
渋
致
し
ま
す
の
で
、
何
卒
、
相
手
の
者

ど
も
を
早
々
御
召
し
出
し
に
な
っ
て
、
新
水
路
・
新
堤
と
も
急
々
取
り
払
い
、
こ
れ
ま
で
の
通

り
に
す
る
よ
う
、
仰
せ
つ
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
御
慈
悲
あ
り
が
た
き
し
あ
わ
せ
に
存
じ
ま
す
。 

 

（
２
）
訴
状
糺
（
目
安
糺
）
…
…
裏
書
・
裏
印
（
四
月
二
五
日
） 

 

如
レ

此
訴
状
差
出
候
間
、
埒
明
事
ニ
候
ハ
ゝ
可
二

相
済
一

、
申
分
有
レ

之
者
致
二

返
答
書
一

、
来 

 

 

月
二
日
、
可
レ

令
二

對
決
一

、
若
於
二

不
参
一

者
可
レ

為
二

曲
事
一

者
也 

 

辰
四
月
廿
五
日 

 

石
見
御
印 

丹
波
御
印 
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（現
代
語
訳
） 

こ
の
よ
う
に
訴
状
を
差
し
出
し
て
い
る
の
で
、
埒
が
明
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
せ
よ
。
申
し

分
が
あ
れ
ば
返
答
書
を
し
た
た
め
、
来
月
二
日
に
対
決
す
る
よ
う
に
。
も
し
、
参
上
し
な
い
な
ら

ば
曲
事
で
あ
る
。 

 

（
３
）
奉
行
御
前
に
て
対
決
（
五
月
二
日
） 

山
口
丹
波
様
於
二

御
前
一

両
村
對
決
之
上
、
御
前
ゟ
被
二

仰
出
一

候
ハ
、
返
答
之
趣
相
違
無
レ

之
哉

与
星
田
村
江
御
尋
被
レ

遊
候
処
、
庄
屋
三
郎
右
衛
門
・
年
寄
弥
次
右
衛
門
被
二

申
上
一

ハ
、
右
星

田
村
一
つ
松
樋
ハ
先
年
よ
り
悪
水
抜
ニ
而
、
壱
尺
三
寸
ニ
壱
尺
弐
寸
五
分
ニ
而
、
往
古
ゟ
悪
水

抜
来
候
段
、
并
私
部
村
新
規
井
地
堀
・
新
堤
築
立
候
ニ
付
、
星
田
村
殊
外
難
渋
ニ
相
成
候
趣
申

上
候
処
、
夫
ゟ
私
部
村
ヘ
御
尋
被
二

仰
付
一

候
故
、
右
一
つ
松
樋
近
年
ニ
箱
樋
隠
伏
用
水
樋
ニ
相

違
無
レ

之
、
尤
、
隠
伏
候
已
来
悪
水
流
来
候
ハ
ゝ
私
部
村
難
渋
之
事
故
、
今
日
迄
御
願
不
二

申
上

一

捨
置
候
儀
無
二

御
座
一

候
、
此
度
新
規
ニ
悪
水
流
米
候
段
、
返
答
書
之
通
相
違
無
二

御
座
一

候
段

奉
二

申
上
一

候
処
、
御
前
ゟ
被
二

仰
出
一

候
者
、
何
分
右
一
件
者
此
度
彦
左
衛
門
口
論
ゟ
事
起
候
趣
、

星
田
村
願
御
裁
許
ニ
も
被
レ

及
か
た
き
趣
ニ
而
星
田
村
役
人
殊
外
御
シ
カ
リ
ニ
而
、
其
上
地
方
江

廻
り
糺
可
レ

請
旨
両
村
江
被
二

仰
付
一

候
、
夫
ゟ
地
方
御
役
所
江
罷
出
候
処
、
大
西
駒
蔵
様
御
掛

り
ニ
相
成
候
…
… 

(

現
代
語
訳) 

山
口
丹
波
守
（
奉
行
）
の
御
前
に
て
両
村
対
決
の
う
え
、
御
前
（
奉
行
）
よ
り
返
答
書
の
趣
意
に
相

違
が
な
い
か
星
田
村
へ
尋
ね
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
星
田
村
庄
屋
三
郎
衛
門
・
年
寄
弥
次
右
衛
門
は
、

悪
水
樋
は
先
年
よ
り
悪
水
抜
き
の
一
尺
三
寸
・
一
尺
二
寸
五
分
と
し
、
往
古
よ
り
悪
水
を
抜
い

て
お
り
、
私
部
村
が
新
水
路
と
新
堤
を
築
き
た
て
難
渋
し
て
お
り
ま
す
と
返
答
し
た
。
次
に
私
部

村
へ
御
尋
ね
に
な
り
、
一
つ
松
樋
は
近
年
に
箱
樋
を
隠
し
伏
せ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
樋
は
（元
来
は
）

用
水
樋
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
来
悪
水
が
流
れ
込
め
ば
私
部
村
は
難
渋
す

る
の
で
、
今
に
至
る
ま
で
放
置
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
た
び
新
規
に
悪
水
が
流
れ
込
ん

で
お
り
、
返
答
書
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
と
答
え
た
。
奉
行
よ
り
は
、
一
件
は
（
星
田
村
）
彦
左
衛
門

の
口
論
よ
り
事
が
起
こ
り
、
裁
許
に
も
し
が
た
い
た
め
、
星
田
村
役
人
を
御
叱
り
に
な
り
、
そ
の

後
、
両
村
へ
地
方
役
所
に
て
糺
さ
れ
る
よ
う
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
赴
い
た
と
こ
ろ
大
西
駒
蔵
（
与
力
）

が
お
係
り
に
な
り
ま
し
た
…
… 

 

（
４
）
証
拠
資
料
（
五
月
七
日
、
私
部
村
が
地
方
役
所
へ
差
し
出
し
た
も
の
の
う
ち
一
通
） 

手
形
之
事 

一
星
田
村
中
川
尻
ニ
、
三
尺
五
寸
ニ
三
尺
之
門
樋
新
規
ニ
伏
越
、
私
部
村
領
天
野
川
西
堤
ニ
右

之
樋
よ
り
八
拾
五
間
之
間
二
重
堤
ヲ
築
、
星
田
村
内
野
悪
水
ヲ
抜
申
様
ニ
被
レ

成
被
レ

下
、
過
分

ニ
存
候
、
新
堤
八
拾
五
間
之
間
普
請
之
儀
、
両
か
わ
共
両
村
立
合
ニ
可
レ

仕
候
、
右
新
堤
并
川
床

為
二

井
路
料
一

米
四
石
宛
星
田
村
御
蔵
納
米
並
ニ
致
、
毎
年
進
可
レ

申
候
、
右
八
拾
五
間
之
外
下
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江
少
も
築
下
ケ
申
間
敷
候
、
若
築
下
ケ
申
候
歟
、
又
者
右
之
米
少
ニ
而
も
不
足
致
候
ハ
ゝ
、
新

堤
之
儀
者
不
レ

及
レ

申
、
樋
共
御
堀
上
ケ
可
レ

被
レ

成
候
、
万
壱
後
々
ニ
此
新
堤
ニ
而
私
部
村
之
構

ニ
成
申
候
ハ
ゝ
、
両
方
立
合
相
談
之
上
、
如
何
様
共
可
レ

仕
候
、
為
二

後
日
一

證
文
仍
如
レ

件 

 
 

元
禄
拾
五
年
午
四
月 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

星
田
村
庄
屋
・
年
寄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

連
判 

 
 
 

 

 
私
部
村
庄
屋 

藤
三
郎 

殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

与
治
兵
衛
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

年
寄
連
名
當 

（現
代
語
訳
） 

星
田
村
中
川
尻
に
三
尺
五
寸
・三
尺
の
門
樋
を
新
規
に
伏
せ
、
私
部
村
領
の
天
の
川
西
堤
に
、 

こ
の
樋
よ
り
八
十
五
間
の
二
重
堤
を
築
き
、
星
田
村
内
野
悪
水
を
抜
か
れ
て
、
こ
れ
が
過
分 

に
あ
る
。
こ
の
新
堤
八
十
五
間
の
普
請
は
、
両
側
と
も
両
村
立
ち
会
い
で
お
こ
な
い
、
新
堤
・ 

河
床
の
水
路
料
と
し
て
米
四
石
、
星
田
村
の
御
蔵
納
め
米
並
み
に
し
、
こ
れ
を
毎
年
支
払
う 

よ
う
に
す
る
。
こ
の
八
十
五
間
よ
り
も
（川
）
下
へ
少
し
も
築
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
も 

し
築
き
あ
げ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
の
新
堤
は
も
ち
ろ
ん
樋
も
掘
り
上
げ
ら
れ
て
も 

よ
い
。
万
一
、
後
々
、
新
堤
で
私
部
村
の
差
し
つ
か
え
が
あ
れ
ば
、
双
方
立
ち
会
い
相
談
の 

上
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
よ
い
。
後
日
の
た
め
の
証
文
、
こ
の
通
り
で
あ
る
。 

 

（
５
）
内
済
証
文
の
様
式 

為
二

取
替
一

申
済
口
證
文
之
事 

一
河
州
交
野
郡
星
田
村
ゟ
同
州
同
郡
私
部
村
相
手
取
、
新
規
井
路
堀
并
堤
築
立
差
構
御
願
、

當
年
四
月
廿
五
日
、
西 

御
奉
行
所
江
奉
二

願
上
一

候
処
、
同
州
同
郡
私
部
村
・
茄
子
作
村
・
村
野
村
・
山
ノ
上
村
・

田
宮
村
・
禁
野
村
・
同
州
茨
田
郡
岡
村
・
岡
新
町
村
都
合
八
ヶ
村
ゟ
右
星
田
村
相
手
取
、

星
田
村
ゟ
新
規
ニ
悪
水
流
越
候
ニ
付
、
植
付
差
支
御
願
、
同 

御
奉
行
所
江
同
廿
七
日
奉
二

願
上
一

、
御
印
付
候
訴
状
奉
レ

請
、
双
方
対
決
之
上
、
御
糺
中
に
御
座
候
処
、
双
方
申
口
ニ

不
レ

抱
、
此
度
岡
村
庄
屋
幸
助
・
茄
子
作
村
仲
右
衛
門
・
禁
野
村
頭
百
姓
茂
左
衛
門
并
双
方

地
頭
用
達
取
噯
を
以
和
融
下
済
相
調
、
已
来
左
之
通 

（
…
取
り
決
め
内
容
略
…
） 

右
之
通
、
村
々
和
融
仕
候
上
者
、
双
方
御
田
地
無
二

後
難
一

相
続
仕
、
自
今
相
互
ニ
申
分
無
二

御 

座
一

、
永
無
二

亡
失
一

相
守
可
レ

申
候
、
為
二

後
證
一

為
二

取
替
一

證
文
、
如
レ

件 

寛
政
八
年
丙
辰
六
月 

（
以
下
、
関
係
村
役
人
及
び
「
取
扱
人
」
の
署
名
・
捺
印
が
な
さ

れ
て
い
る
） 

（現
代
語
訳
） 

河
州
交
野
郡
星
田
村
よ
り
同
州
同
郡
私
部
村
を
相
手
取
り
、
新
規
井
路
堀
・
堤
築
き
立
て
差 
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構
い
の
お
願
い
、
当
年
四
月
廿
五
日
、
西
御
奉
行
所
（大
坂
西
町
奉
行
所
）へ
願
上
げ
た
と 

こ
ろ
、
同
州
同
郡
私
部
村
・茄
子
作
村
・村
野
村
・山
ノ
上
村
・田
宮
村
・禁
野
村
・同
州 

茨
田
郡
岡
村
・岡
新
町
村
都
合
八
ヶ
村
よ
り
星
田
村
相
手
取
り
、
星
田
村
よ
り
新
規
に
悪
水 

流
れ
て
き
た
の
で
、
植
付
差
し
つ
か
え
の
お
願
い
を
同
御
奉
行
所
へ
同
二
七
日
願
い
上
げ
と 

と
こ
ろ
、
御
印
を
く
だ
さ
り
訴
状
を
お
請
け
し
、
双
方
対
決
の
上
、
御
糺
中
に
、
双
方
の
申 

し
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
た
び
岡
村
庄
屋
幸
助
・茄
子
作
村
仲
右
衛
門
・禁
野
村
頭
百
姓 

茂
左
衛
門
な
ら
び
に
双
方
地
頭
用
達
の
取
扱
を
も
っ
て
内
談
が
と
と
の
い
ま
し
た
。 

（…
取
り
決
め
内
容
略
…
） 

右
の
通
り
、
村
々
和
談
の
上
は
、
双
方
の
御
田
地
は
後
難
な
く
相
続
可
能
で
あ
る
。
自
今
、 

相
互
に
申
し
分
な
く
、
永
く
亡
失
な
く
守
る
よ
う
に
、
後
証
の
た
め
取
り
か
わ
せ
証
文
、
こ 

の
通
り
で
あ
る
。 

 

差
上
申
済
口
證
文
事 

一
八
幡
御
領
・
大
久
保
出
羽
守
殿
領
分
・
市
橋
下
総
守
殿
領
分
入
組
河
州
交
野
郡
星
田
村

ゟ
、
大
久
保
出
羽
守
殿
領
分
・
畠
山
織
部
殿
知
行
所
入
組
同
州
同
郡
私
部
村
相
手
取
、
新

規
井
路
堀
并
置
土
差
構
出
入
、
四
月
廿
五
日
被
願
上
、
同
月
廿
七
日
、
同
州
同
郡
私
部

村
・
茄
子
作
村
・
村
野
村
・
山
ノ
上
村
・
田
宮
村
・
禁
野
村
・
同
州
茨
田
郡
岡
村
・
岡
新

町
村
都
合
八
ヶ
村
ゟ
、
星
田
村
相
手
取
、
新
規
ニ
悪
水
流
越
植
付
差
支
御
願
奉
二

申
上
一

、

五
月
二
日
・
同
七
日
、
双
方
対
決
之
上
御
糺
被
二

成
下
一

、
追
々
御
吟
味
奉
レ

請
候
処
、
御

吟
味
日
延
奉
レ

願
、
則
内
済
仕
候
趣
左
ニ
奉
二

申
上
一

候 

（
…
取
り
決
め
内
容
略
…
） 

右
之
通
、
双
方
無
二

申
分
一

下
済
仕
、
尤
、
論
所
一
つ
松
樋
伏
替
・
天
ノ
川
表
土
俵
置
・
新
溝
・

新
堤
并
論
中
星
田
村
よ
り
手
ヲ
掛
ケ
堀
浚
候
溝
筋
と
も
如
レ

元
、
今
日
ゟ
来
ル
朔
日
迄
、
双
方

共
無
レ

滞
可
レ

仕
対
談
ニ
御
座
候
、
依
レ

之
乍
レ

恐
済
口
御
断
奉
二

申
上
一

候
、
此
段
御
聞
届
被
レ

為
二 

成
下
一

候
ハ
ゝ
、
難
レ

有
可
レ

奉
レ

存
候
、
已
上 

寛
政
八
年
辰
六
月
廿
日 

 

（
以
下
、
関
係
村
役
人
の
署
名
・
捺
印
が
な
さ
れ
て
い
る
） 

御
奉
行
様 

（現
代
語
訳
） 

一
八
幡
御
領
・大
久
保
出
羽
守
殿
領
分
・市
橋
下
総
守
殿
領
分
入
組
河
州
交
野
郡
星
田
村
よ

り
、
大
久
保
出
羽
守
殿
領
分
・畠
山
織
部
殿
知
行
所
入
組
同
州
同
郡
私
部
村
相
手
取
り
、
新

規
井
路
堀
な
ら
び
に
置
き
土
差
し
つ
か
え
出
入
、
四
月
廿
五
日
願
い
上
げ
、
同
月
二
七
日
、
同

州
同
郡
私
部
村
・茄
子
作
村
・村
野
村
・山
ノ
上
村
・田
宮
村
・禁
野
村
・同
州
茨
田
郡
岡
村
・岡

新
町
村
都
合
八
ヶ
村
よ
り
、
星
田
村
相
手
取
り
、
新
規
に
悪
水
流
れ
越
し
植
え
つ
け
さ
し
つ
か

え
、
お
願
い
申
し
上
げ
、
五
月
二
日
・同
七
日
、
双
方
対
決
の
上
、
御
糺
く
だ
さ
り
、
追
々
審
理

を
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
日
延
べ
を
願
い
、
内
済
が
で
き
た
の
で
そ
の
旨
申
し
上
げ
ま
す
。 
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（…
取
り
決
め
内
容
略
…
） 

右
の
通
り
、
双
方
申
し
分
な
く
下
済
し
、
尤
も
、
論
所
一
つ
松
樋
伏
せ
替
え
・天
ノ
川
の
土 

俵
置
き
・新
溝
・新
堤
な
ら
び
に
争
論
中
星
田
村
よ
り
手
を
か
け
堀
り
浚
っ
た
溝
筋
と
も
元 

に
な
お
し
、
今
日
よ
り
来
る
一
日
ま
で
、
双
方
と
も
滞
り
な
く
、
対
談
す
る
よ
う
い
た
し
ま 

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
恐
れ
な
が
ら
、
済
口
御
断
り
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
段
、
御
聞
き
届
け 

く
だ
さ
れ
ば
有
り
難
く
存
じ
ま
す
。 

 

（
６
）
訴
訟
の
終
了
（
済
口
聞
届
） 

右
之
通
済
口
差
上
候
処
御
聞
届
有
レ

之
、
依
レ

之
双
方
一
統
并
川
浚
之
者
共
、
山
口
丹
波
守

様
御
前
江
罷
出
候
処
、
被
二

仰
出
一

候
趣
左
之
通
、 

右
願
候
趣
双
村
江
申
分
無
レ

之
哉
と
御
尋
被
レ

遊
、
済
口
願
候
趣
聞
届
置
候
様
被
レ

為
二

仰
付

一

候
、
并
取
扱
人
之
者
相
働
和
談
相
調
候
段
、
一
段
之
事
与
御
褒
美
御
言
被
レ

下
候
、
夫
ゟ

川
浚
者
共
一
々
御
呼
出
被
レ

遊
、
被
二

仰
付
一

候
ニ
ハ
、
論
中
川
浚
仕
候
段
、
以
外
不
埒
ニ

候
、
御
吟
味
も
可
レ

被
二

仰
付
一

筈
ニ
候
得
共
、
元
出
入
相
済
候
上
者
御
憐
愍
を
以
、
御
咎

メ
御
免
可
レ

被
二

仰
付
一

段
被
二

仰
出
一

、
一
同
退
出
仕
候
、
夫
ゟ
地
方
御
役
所
罷
出
候
処
、

一
統
請
印
被
二

仰
付
一

、
一
件
済
口
願
無
レ

滞
相
済
候
而
一
同
帰
村
仕
候 

 （現
代
語
訳
） 

右
の
通
り
、
済
口
（証
文
）
を
差
し
あ
げ
、
聞
き
届
け
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
双
方
一
統
、
川
浚
え
を

し
た
者
ど
も
は
、
奉
行
の
御
前
に
ま
か
り
出
て
、
左
の
よ
う
に
仰
せ
ら
れ
た
。
奉
行
は
、
右
の

願
い
は
双
方
と
も
申
し
分
な
い
か
と
尋
ね
ら
れ
た
上
で
、
こ
れ
を
聞
き
届
け
た
と
仰
せ
ら
れ

た
。
ま
た
、
取
扱
人
の
働
き
で
内
談
が
と
と
の
っ
た
こ
と
は
一
段
の
こ
と
で
あ
る
と
お
褒
め
に

な
っ
た
。
そ
れ
よ
り
、
川
浚
え
の
者
ど
も
を
一
人
一
人
呼
び
出
し
、
係
争
中
の
場
所
の
川
浚
え

に
つ
き
、
も
っ
て
の
ほ
か
不
埒
で
あ
り
、
取
り
調
べ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
だ
が
、
出
入
が
済
ん
だ

上
は
、
御
憐
愍
を
も
っ
て
、
お
咎
め
ご
免
と
仰
せ
ら
れ
た
。
一
同
退
出
し
、
そ
れ
よ
り
地
方
役

所
へ
向
か
い
、
一
統
請
印
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
済
口
証
文
が
承
認
さ
れ
、
帰
村
し
た
。 


